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平成２０年１月３１日国総建第２６９号
経営事項審査の事務取扱いについて（通知）

新旧対照表

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

Ⅰ （略） Ⅰ （略）

１ 経営規模について（告示第一の一関係） １ 経営規模について（告示第一の一関係）

（１） 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高 （１） 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高

について について

イ （略） イ （略）

ロ 審査対象建設業に係る建設工事が「土木一式工事」である場合にお ロ 審査対象建設業に係る建設工事が「土木一式工事」である場合にお

いてはその内訳として「プレストレストコンクリート構造物工事」を、 いてはその内訳として「プレストレストコンクリート工事」を、「とび

「とび・土工・コンクリート工事」である場合においてはその内訳と ・土工・コンクリート工事」である場合においてはその内訳として「法

して「法面処理工事」を、「鋼構造物工事」である場合においてはその 面処理工事」を、「鋼構造物工事」である場合においてはその内訳とし

内訳として「鋼橋上部工事」をそれぞれ審査することとする。 て「鋼橋上部工事」をそれぞれ審査することとする。

ハ～ヌ （略） ハ～ヌ （略）

２ （略） ２ （略）

３ その他の審査項目（社会性等）について（告示第一の四関係） ３ その他の審査項目（社会性等）について（告示第一の四関係）

（１） 労働福祉の状況について （１） 労働福祉の状況について

イ～ホ （略） イ～ホ （略）

ヘ 法定外労働災害補償制度は、（公財）建設業福祉共済団、（一社）全 ヘ 法定外労働災害補償制度は、（財）建設業福祉共済団、（社）全国建

国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国 設業労災互助会、全国中小企業共済協同組合連合会、（社）全国労働

労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で労働者災害補償保険法 保険事務組合連合会又は保険会社との間で労働者災害補償保険法（昭

（昭和２２年法律第５０号）に基づく保険給付の基因となった業務災 和２２年法律第５０号）に基づく保険給付の基因となった業務災害及

害及び通勤災害（下請負人に係るものを含む。）に関する給付につい び通勤災害（下請負人に係るものを含む。）に関する給付についての

ての契約であって①及び②に該当するものを締結している場合に、加 契約であって①及び②に該当するものを締結している場合に、加点し

点して審査するものとする。 て審査するものとする。

① 申請者の直接の使用関係にある職員だけでなく、申請者が請け負 ① 申請者の直接の使用関係にある職員だけでなく、申請者が請け負

った建設工事を施工する下請負人の直接の使用関係にある職員をも った建設工事を施工する下請負人の直接の使用関係にある職員をも
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対象とする給付であること。 対象とする給付であること。

② 原則として、労働者災害補償保険の障害等級第１級から第７級ま ② 原則として、労働者災害補償保険の障害等級第１級から第７級ま

でに係る障害補償給付及び障害給付並びに遺族補償給付及び遺族給 でに係る障害補償給付及び障害給付並びに遺族補償給付及び遺族給

付の基因となった災害のすべてを対象とするものであること。 付の基因となった災害のすべてを対象とするものであること。

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略）

（７） 建設機械の保有状況について （７） 建設機械の保有状況について

イ 建設機械とは、建設機械抵当法施行令（昭和２９年政令第２９４号） イ 建設機械とは、建設機械抵当法施行令（昭和２９年政令第２９４号）

別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベ 別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー及びトラクターショ

ル及びモーターグレーダー、土砂等を運搬する大型自動車による交通 ベルをいうものとする。

事故の防止等に関する特別措置法（昭和４２年法律第１３１号）第２

条第２項に規定する大型自動車のうち、同法第３条第１項第２号に規

定する経営する事業の種類として建設業を届け出、かつ、同項の規定

による表示番号の指定を受けているもの（以下「大型ダンプ車」とい

う。）並びに労働安全衛生法施行令（昭和４７年政令第３１８号）第１

２条第１項第４号に規定するつり上げ荷重が３トン以上の移動式クレ

ーンをいうものとする。

ロ 建設機械の保有状況は、審査基準日において、建設機械を自ら所有 ロ 建設機械の保有状況は、審査基準日において、建設機械を自ら所有

している場合又は審査基準日から１年７か月以上の使用期間が定めら している場合又は審査基準日から１年７か月以上の使用期間が定めら

れているリース契約を締結しており、ショベル系掘削機、ブルドーザ れているリース契約を締結している場合に、その合計台数に応じて加

ー、トラクターショベル及びモーターグレーダーについては労働安全 点して審査するものとする。

衛生法（昭和４７年法律第５７号）第４５条第２項に規定する特定自

主検査、大型ダンプ車については道路運送車両法（昭和２６年法律第

１８５号）第５８条第１項に規定する国土交通大臣の行う検査、移動

式クレーンについては労働安全衛生法第３８条第１項に規定する製造

時等検査又は同法第４１条第２項に規定する性能検査が行われている

場合に、その合計台数に応じて加点して審査するものとする。

（８） （略） （８） （略）

（９） 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況について （新設）

イ 若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況については、審査基準

日時点における技術職員名簿に記載された若年技術職員の人数を技術

職員名簿に記載された技術職員の人数の合計で除した値が０．１５以

上である場合に加点して審査する。

ロ 新規若年技術職員の育成及び確保の状況については、審査基準日に

おいて、若年技術職員のうち審査対象年において新規に技術職員とな

った人数を技術職員名簿に記載された技術職員の人数の合計で除した
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値が０．０１以上である場合に加点して審査する。

なお、新規に技術職員となった人数については、技術職員名簿に記

載された技術職員のうち、前回の経営規模等評価を受けた際の審査基

準日（以下「前審査基準日」という。）における技術職員名簿に記載さ

れておらず、新規に技術職員名簿に記載された３５歳未満の者の数を

確認することをもって審査することとする。ただし、前年の経営規模

等評価を受けていない場合、事業年度の変更を行った場合、商業登記

法の規定に基づく組織変更の登記を行った場合又は建設業を譲り受け

た場合等、前審査基準日が審査基準日の前年同日でない場合、その他

審査対象年における新規の技術職員を判断するに当たって比較可能な

技術職員名簿が存在しない場合には、審査対象年内に新規に技術職員

となったことが明らかである者について評価することとする。

４ （略） ４ （略）

５ 経営状況について（告示第一の二関係） ５ 経営状況について（告示第一の二関係）

（１）～（２） （略） （１）～（２） （略）

（３） 総資本売上総利益率について （３） 総資本売上総利益率について

イ （略） イ （略）

ロ 売上総利益の額は、審査対象事業年度における売上総利益の額（個 ロ 売上総利益の額は、審査対象事業年度における売上総利益の額（個

人の場合は完成工事総利益（当該個人が建設業以外の事業（以下「兼 人の場合は完成工事総利益の額）とする。

業事業」という。）を併せて営む場合においては、兼業事業総利益を

含む）の額）とする。

（４）～（６） （略） （４）～（６） （略）

（７） 営業キャッシュフローの額について （７） 営業キャッシュフローの額について

イ・ロ （略） イ・ロ （略）

ハ 売掛債権の額は、基準決算における受取手形及び完成工事未収入金 ハ 売掛債権の額は、基準決算における受取手形及び完成工事未収入金

の合計の額とする。なお、電子記録債権は受取手形に含むこととする。 の合計の額とする。

ニ 仕入債務の額は、基準決算における支払手形、工事未払金の合計の ニ 仕入債務の額は、基準決算における支払手形、工事未払金の合計の

額とする。なお、電子記録債務は支払手形に含むこととする。 額とする。

ホ～リ （略） ホ～リ （略）

５－２ （略） ５－２ （略）

Ⅱ～Ⅵ （略） Ⅱ～Ⅵ （略）

別 紙 別 紙

１～３ （略） １～３ （略）

４ その他の審査項目（社会性等）の評点 ４ その他の審査項目（社会性等）の評点

告示第一の四の１に掲げる労働福祉の状況については、告示の付録第二に 告示第一の四の１に掲げる労働福祉の状況については、告示の付録第二に
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定める算式によって点数を算出し、また、告示第一の四の２から９までに掲 定める算式によって点数を算出し、また、告示第一の四の２から８までに掲

げる建設業の営業継続状況(営業年数及び民事再生法又は会社更生法の適用の げる建設業の営業継続状況(営業年数及び民事再生法又は会社更生法の適用の

有無）、防災協定締結の有無、法令遵守の状況、建設業の経理の状況（監査の 有無）、防災協定締結の有無、法令遵守の状況、建設業の経理の状況（監査の

受審状況及び公認会計士等数値）、研究開発の状況、建設機械の保有状況、国 受審状況及び公認会計士等数値）、研究開発の状況、建設機械の保有状況、国

際標準化機構が定めた規格による登録の状況又は若年の技術者及び技能労働 際標準化機構が定めた規格による登録の状況については、告示の別表第六か

者の育成及び確保の状況（若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況並び ら別表第十四までの各区分の欄に掲げられた審査の結果に応じて、それぞれ

に新規若年技術職員の育成及び確保の状況）については、告示の別表第六か 次のイ～リの表に掲げる点数を与え、さらに、これらの点数の合計点数（ヌ

ら別表第十六までの各区分の欄に掲げられた審査の結果に応じて、それぞれ の算式において「告示の付録第二による点数並びにイ～リの点数の合計点数」

次のイ～ルの表に掲げる点数を与え、さらに、これらの点数の合計点数（ヲ という。）に応じて、ヌの算式によって算出されるその他の審査項目（社会性

の算式において「告示の付録第二による点数並びにイ～ルの点数の合計点数」 等）の評点を与える。その他の審査項目（社会性等）の評点が０に満たない

という。）に応じて、ヲの算式によって算出されるその他の審査項目（社会性 場合は０とみなす。

等）の評点を与える。その他の審査項目（社会性等）の評点が０に満たない

場合は０とみなす。

イ～リ （略） イ～リ （略）

ヌ 若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況の点数 （新設）

（告示の別表第十五関係）

区分 (1) (2)

点数 1 0

ル 新規若年技術職員の育成及び確保の状況の点数 （新設）

（告示の別表第十六関係）

区分 (1) (2)

点数 1 0

ヲ （略） ヌ （略）

５ （略） ５ （略）

別記 （略） 別記 （略）

別添 （略） 別添 （略）


